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ラファ難民キャンプで軍事行動を遂行したイスラエル軍、そ

Palestinian refugee in Rafah れをアメリカの最新軍事技術が支える・・・ワオ！

Hamed Atta, Al-Khaleej 5.16.2004 Edmad Hajjaj, Alquds Alarabi 5.17.2004 

アラプの漫画には、いつ見てもはっとさせられる。その諧請性、批判力、世界

の把握、構想力、どこから見ても第一級だ。したたかで、しぶとい。明るさも見

失わない。イラクでジャーナリストが殺害されている。ジャーナリストたちは戦

争で何を見たのか、何を伝えようとしたのか。情報が隠され、真実が明らかにな

らないとき、わたしたちができることは何だろうかと考える。断片的でバラバラ

な知識から、大きく世界を再構成する想像力、批判力、それはアラブの漫画から

学べることでもある。
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●有事七法案を検証する ••• 田巻 一彦

●原子力空母の横須賀母港ノーの署名にご協力を ．．． 呉東 正彦
（原子力空母の横須賀母港問題を考える市民の会）

●私たちはイラク復興支援のために何をすればいいのか？

・・・ 山中 悦子

●From Daily Updating POLIDCAL CARTOONS 
●会計報告 (2004.4.19~6.4)

編集発行人●脱軍備ネットワーク・キャッチピース

●維持会員（月額）個人1日1000円 団体 l口2000円 ●参加会員（月額）個人 10500円 団体1口1000円

●通信会員（年額） 1口3000円 （会費には本紙購読料が含まれます）



専守随籠を薗稟し

『予随先鵬直撃」へと瀧むのか

有事七法案を検証する一〔2〕米軍支援法案など

田巻一彦

（ビースデポ副代表／キャッチビース運営委員）

1946年…

■吉田茂首相は、憲法制定議会で次のように答弁した。
質問者は共産党の野坂参三氏。

「野坂議員は国家正当防衛権による戦争は正当なり、とさらるるようであるが、私

はかくのごときを認めることが有害であると思うのであります。近年の戦争は多く国

家防衛権の名において行われたることは顕著なる事実であります。ゆえに、正当防衛

権を認めることがたまたま戦争を誘発するゆえんであると思うのであります。」

そして． 2004 撃••
■安部自民党幹事長は、アメリカで「憲法九条は時代錯誤」と講演した。
(7ページのコラムを参照）

5月20日、憲法空洞化の「仕上げ」とも呼ぶべき有事七法案が衆議院を通過した。

七法案の核心にあるのは「米軍支援法案」など三法案とACSA改定案である。前号

でとりあげた「国民保護法案」が想定するような戦争ではない。「武力攻撃」の「お

それ」や「予測」という理由で米国が国内で行う戦争である。

1.「専守防衛」を放棄するのか？ー米軍支援法など三法案とACSA改訂案

(1)冒薗は攣軍宣鑽と畠●鵬・■追偉・霞属の●●
■「武力攻撃事態等におけるアメリカ合
衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施す

る措置に関する法律案」（米軍支援法案）

①自衛隊及び指定行政機関（各省庁）

による物品・役務の提供：具体的には

補給（武器の提供を除く）、輸送、修

理若しくは整備、医療、通信、空港も

しくは港湾に関する業務、基地に関

する業務、宿泊、保管、施設の利用又

は訓練に関する業務である。

②道路の工事：緊急に必要な場合に

は米軍は道路を工事出来る。事後連

絡でよい。

③土地等の使用：土地や家屋が緊急
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に必要となった場合には日本政府が

確保して提供する。損失は日本政府

が補償。使用のために必要な立ち入

り検査を拒んだ者には罰則が設けら

れる。

■「自衛隊法の一部を改正する法律案」
（自衛隊法改正案）

⇒「日本国の自衛隊とアメリカ合衆
国との間における後方支援、物品又

は役務の相互の提供に関する日本国

政府とアメリカ合衆国政府との協定

を改訂する協定」 (ACSA改訂案）に

リンクする。

「米軍支援法案」で定めた物品・役

務の提供に関する細目を定める。武

力攻撃事態において提供する物品に

は弾薬が含まれるが武器及び武器シ

ステムは除外される。

■武力攻撃事態等における特定公共施設
等の利用に関する法律案」（公共施設等利

用法案）

武力攻撃事態等に際して、自衛隊と米

軍に空港、港湾、道路、海域・空域、電

波を優先利用させる。そのために、施設

等の管理者の権限を大幅に制限する。管

理者（例えば自治体の首長）が要請に応

じない場合には内閣総理大臣が代わって

権限を行使する。

(2)『予瀾される事霞」をテコ（：： r●守随爾』から「予闊先瓢軍撃』へ
■「武力攻撃事態法」も米軍支援法案な
ど関連法案もすべて「武力攻撃が予測さ

れる事態」において発動される。「予測さ

れる事態」は「武力攻撃事態法」審議に

おいて「専守防衛」との関連で最もホッ

トな論点であった。

■「1950年代に表明された政府見解「自
衛権発動の三要件」は次のように言う。

①我が国に対する急迫不正の侵害がある

こと。②この場合にこれを排除するため

に他に適当な手段がないこと。③必要最

小限度の実力行使にとどまるべきこと。

■「武力攻撃事態法」における「武力攻
撃事餓」は、敵国軍の着上陸によって国

内が戦場になるというシナリオを想定。

「予測される事態」は、日本の武力行使と

日米安保条約の発動の「時間軸と空間（地

理）軸」を拡大するために盛り込まれた

「仕掛け」だ。

■「着上陸による本土での戦争」を、本

気で考えている者はいない。その代わり

に「武力攻撃事態法」にはじまる国会論

議を支配しているのは、「朝鮮民主主義人

民共和国 (DPRK)のミサイルの骨威」で

ある。

■2002年5月20日、衆議院「武力攻撃ヘ
の対処に関する特別委員会」での答弁を

見てみよう。

「座して自滅を待っというのが憲法の

趣旨とは考えられない。防御のためほ

かに手段がないと認められる限り、ミ

サイル基地をたたくことは法律的にはヽ

自衛の範囲に含まれ、可能だと考え

る」（中谷防衛庁長官）

「相手が日本を攻撃する意図の明示が

あれば、ミサイルに燃料を注入すると

かその他の準備を始めれば着手と考え

ていいと思う」（福田官房長官）

■この論理は、 2003年防衛白粛において
再確認され、政府見解として定着した。
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(3)崖iiは攣軍の情纏力と宣撃力に甑存…重く『軍撃力』への鶴菫

■この転換は当面は米国の情報力と攻撃
力に依存し、それと「相互に補完しあい

ながら」進む。 1995年に米国防総省が発

表した「日米安全保障関係に関する報告

書」は、在日米軍と自衛隊は「一つの軍

隊」だと言う：

「在日米軍と日本の自衛隊の構成は一

部相互補完的に設計されている。米

軍は戦力投射と攻撃能力を、自衛隊

は日本領士及び1,000マイルのシー

レーン防衛をそれぞれ分担してい

る」。

「日本は自国軍の基盤を、米国式の

装備、手順、訓練、維持及び兵姑に基

づいて形作ることによって、米軍の

作戦行動に直接的に貢献している」。

■ミサイル防衛は、たしかにそれだけを
見れば「専守防衛」の武器システムと呼

べるかもしれない、しかし、ミサイル基

地への先制攻撃と一体のものと運用され

るとき、そこに出現するのは、「専守」で

も「防衛」でもないと攻撃的な防衛態勢

である。「米軍支援法」の意図するところ

は、まさにそのようなものに日本の安全

保障政策を「変態」させることだ。

■もとより、米国にとっての在日米軍は
「日本にいる軍隊」以上の意味を持たな

い。それは、日付変更線からアフリカ東

岸までを責任範囲とする「機動的な部隊」

だ。だから、在日米軍がアフガンやイラ

クに出撃するのは米国にとって「あたり

まえの」のことだった。

(4)日事の賓拿鐸障を『量滋と国罵透の宣麗」の下に91き属す鵬輯を

■このように、有事七法案の最大の問題
点は、日本の安全保障を憲法の平和主義

と国際法の支配から限りなく遠ざける。

イラク戦争で牙をむいた米国の「予防先

制攻撃論」は、「専守防衛」に完全に反す

るものだ。それを日本は支持した。

■「米軍支援法」をはじめとする三つの
法案は、「日米安保重視」の下で「専守防

衛」から「予防先制攻撃」への「変態」を

促進する法的仕組みだ。小泉首相は国会

で「国連よりも日米安保の方が信頼でき

る」と表明した。

「しかし、日本の安全を確保するの

に、国連とどうやって同盟関係を結ぶ

んでしょうか。国連軍が今あるんで

しょうか。日本一国で日本の平和と安

全、独立を確保することはできるんで

しょうか。国連と同盟を結ぶというこ

とは、国連の安保理事国全部が同意し

ないと、日本の安全、日本が危機に及

んだときに支援の手を差し伸べないん

です。その点をどう考えるんでしょう

か」

「今、日本の安全を図るために、日本

がいざ侵略された場合に、国連が日本

を守ってくれるかというと、そうでも

ない。しかし、安全保障の問題につい

ては限られている。その他の分野では

国連の役割はいろいろあります。戦争

だけの紛争ではありません。病気の問

題、貧困の問題、教育の問題、いろい

ろあります。しかし、日本の安全保障
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を考えると、まず自国が侵略されな

いような日本の努力は必要だという

ことは当然であります。同時に、日本

一国だけでは日本の平和と安全を確

保できませんから日米安保条約を締

結している。その日米安保条約にか

わるために国連と同盟を結ぶことは

現在の状況では無理ではないかとい

うことを言っているわけでありま

す」。 (1月27日衆議院予算委員会）

■国連憲章は、加盟国に「個別的・集団
的自衛」の権利を認めている。その限り

においては、首相の認識は間違っていな

い。しかし、問わなければならないのは、

どのような「日米安保なのか」というこ

とだ。日米安保条約ですら、その前文で、

「国連憲章の目的及び原則に対する信念」

を唄い、安保条約の下で行使する自衛権

はと国連憲章によって与えられたものだ

と謳っている。首相が「日米安保が大事」

といって支持したイラク攻撃は、国連憲

章に明白に違反している。戦争支持は安

保条約違反だ。

■「敵国がミサイル攻撃に着手した段階
で基地を攻撃することができる」という

論理は、あるいは国連憲章が個別的な武

カ行使を認める「差し迫った脅威」に合

致するという議論が起こりうる。国連の

専守防衛論は日本より不徹底なものなの

だから。湾岸戦争やアフガン報復戦争の

を承認するような。

■日本の専守防衛は国連憲章をより徹底
したもの。「ミサイル基地への予防攻撃」

はこれに対する違反である。「防衛計画の

大綱」の見直し作業が始まっている。新

しい大綱からは「専守防衛」の言葉は消

えるかもしれない。

「専守防衛とは、相手から攻撃を受け

たとき初めて防衛力を行使し、その防

衛力行使の態様も自衛のための必要最

小限のものに限られるなど、憲法の精

神にのっとった受動的な防衛戦略の姿

勢をいうもの」（「防衛計両の大綱」 95

年）。

■今国会審議の歴史的使命は、「平和主義
と専守防衛の衣をまとった予防先制攻撃

の妖怪」の登場を阻止することにある。こ

れはバーゲニングしてはならない原則で

ある。

■米国防総省の助言機関「国防科学委員
会」「国家指導者殺害による体制転覆」の

ための攻撃能力強化を最優先課題として

あげている。米国はもうそこまで行って

いる。

ーそれでも、ミサイルが飛んできたらどうする？

ミサイルが発射されたら 10分後には日本に届く。ただただ逃げるしかない。どこ

へ？ わからない。打ち落とすのなど不可能。ミサイル防衛は、ミサイル競争を激化

させるだけだ。ロシアは、「ミサイル防衛」をかいくぐるミサイルを開発したと喜ん

でいる。

ーだから、「ミサイル攻撃に着手した時に先制攻撃」するのでは？
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日本が攻撃力を持つことが、潜在的な「敵国」を威嚇し、日本攻撃のための軍事力

（ミサイル能力）の強化に走らせる。

ーだったら、どうしたらいい？

ミサイルが発射されないような東北アジアをめざすビジョンを描こう。ここ（現

実）から出発して、 1946年に立ち戻る長い道のりを歩きはじめよう。

08米安保ではなく、国連や地域機構中心の東アジア應域安全保障の枠組みを
一国連改革のために汗を流そう。

0国連改革＝常任理事国の特権を廃止し総会の復権を。
0核の傘ではなく、東北アジア非核地帯条約を
0専守防甑・武力先阻J不使用を宣言し、地域取り決めにしよう
0専守防甑•国民保護をキーワードにした自衡隊の再編縮,pを
0ミサイ,i-防衡ではなく、地域のミサイル制限合意を
〇在8米軍の「非内守防甑的部隊」の撤退を

ー有事法案はどうする？

問題は、日本がどのようにして安全保障を確保するのかという「戦略と政策」の問

題。この議論を抜きにした「法案の是非」をめぐる議論はナンセンス。数を頼って、

法案は成立するだろう。しかし、それに負けない、「憲法の平和主義に則った＜安全

保障戦略＞と具体的なくプロセス＞を提起し、国民的議論を継続していきたいもの

だ。
（たまきかずひこ）

STARS and STRIPES From 
Daily Updating 

POLITICAL CARTOONS 

ぇ

実は、星は戦場に

散った米軍兵士の

墓標を、赤い縞模様

はアメリカ市民に

課せられた「義務」、

「名誉」、「犠牲」、「勇

気」…を表している

んだって。知って

た？

Robert ARIAIL. The State I South Carolina 
5.26.2004. 

憲透は圃輯のトラウマ
九条は時代錯誤の最たるもの

安部幹事長が米国NGOで講演（抜粋）

4月29日（日本時間30日）、安部晋三自民党幹事長は、米国の保守系シンクタンクAmericanEnterprise Institute 
(AE I)で講演し、憲法を「敗戦のトラウマの産物」であり「国中をマインドコントロールしてきた」と
批判、集団的自衛権を主眼とする憲法改正の意思を明らかにした。ここでは、 AEIのウェップページに掲
載された講演録から、重要部分を抜粋訳で紹介する。憲法記念日を狙いうちしたかのように与党の最高責任

者からなされたこの挑戦的言辞。しかし、これは彼らこそが「日米同盟がなければ日本の安全は守れない」

というマインドコントロールの虜囚であることの告白に他ならない。（訳：田巻一彦）

◆小泉首相の自衛隊イラク派遣の決定は、 の大典のごとく奉られました。この風土の

真に歴史的な決定でありました。この決定 中で、憲法はいかなる形であれ、手を触れ
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は、国の長期的な将来にとってもっとも力

強い決定であったと信じています。連帯と

信頼を伴わない同盟関係は、紙切れにすぎ

ません。小泉首相の決定は、日米同盟が紙

切れではなく日米安保条約によって裏打ち

だれた括弧とたる結びつきであることを明

らかにしました。

◆日米同盟は、今のような姿で持続するこ

とは不可能です。より双務的なものへと変

えていく必要があります。なぜなら、高水

準の双務的責任の達成して始めて、日本が

米国と対等の立場になることが許されるの

ですから。では、日米安保条約の双務性を

向上させて、より持続可能なものにするた

めには、何が求められているのでしょう

か。私の信じるところでは、この問いに対

する答えは、集団自衛権の行使と密接に関

連します。個別的・集団的自衛権はが固有

の権利であることは、国連憲章第51条が明

示するところです。

◆昨年11月の総選挙の結果は、現行憲法擁

護派の明確な敗北でありました。この結

果、憲法改正は初めて現実的政治課題と論

じられるようになりました。おそらくは敗

戦のトラウマのゆえに、戦後、憲法は不磨

（安部晋三• 4 月 29 日 •AmericanEnterprise Instituteにて）

月刊キャッチピース

ることもできないと見なされてきました。

ある意味では、国中が「マインドコント

ロール」されてきたといってよいでしょ

う。このような状態にはっきりと決別する

べきであると私は確信します。

◆日本の憲法は、世界でもっとも古くさ

く、改められずにされたものになっていま

す。私は、政治家としての経歴において一

貫して憲法改正を主張してきました。

◆（現行憲法が占領軍のニューディール派

によって押し付けられたものであることに

加えて）、憲法には、起草から 50年以上を

経て、現代の環境に合致しない点が多々あ

ります。このようなアナクロニズムの典型

的な例が第九条です。この憲法によっては

国家の安全を守ることはできないのは、も

はや明白です。九条だけではありません。

憲法には時代の要請にそぐわない条項がま

だ他にもあります。

◆憲法改正によって、日本は国家の骨組み

を確固たるものにし、新しい政治システム

を構築することができます。これをなしと

げれば、日本は必ずや今日直面する多くの

社会的、経済的課題を克服し、一層の飛躍

をなしとげることができると確信します。
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四 は

米国外で唯一の空母の母港となっており、現

在横須賀を母港としている通常型空母キティ

ホークが2008年に退役する時点で、原子力空

母が横須賀を母港化する計画が、日米間で、

密かに協議されています。原子力空母の母港

とは、横須賀基地内に、原子炉を修理するエ

場が作られることを意味し、修理作業中の放

射能汚染や被曝、修理ど＇ 99,1’’’9，l柵IIil'9lll'I'll1 時やそ

の前後における大型

子炉事故の発生、さ

らに航海中に故障し

た危険な原子炉が横

須賀で修理される可

能性等、放射能事故、

原子炉事故の危険性

を格段に増加させます。そ

して一旦横須賀で原子炉事故

が起これば、死の灰が三千万人も

が住む首都圏に降下して、何万人

もの人が死傷する危険に、 21世紀中曝される

ことになります。

原子力空母の横須賀母港問題を考える市民

の会は、この危険な計画をストップするため

に98年11月に設立され、横須賀市長への署

名を集め、 2001年5月に約七万名を超える署

名を集め横須賀市長に提出しました。しかし

運
2002年12月に、原子力空母母港のための第

一歩の工事であると推測される、空母の使用

してきた横須賀基地の12号バースについて、

日本政府の思いやり予算による延長整備工事

の許可を求める港湾法37条による協議申請

が、防衛施設庁から港湾管理者である横須賀

市長に出されました。これに対し原子力空母

の横須賀母港問題を考える市民の会らは、重

金属汚染の拡散のおそれと原子力空母母港の

危険性を指摘して、横須賀市に許可しないよ

う強く求めましたが、

横須賀市は着工までに

環境保全計画を提出す

るという条件で、 2003

年1月6日に許可をして

しまいました。（その一

週間後に読売新聞に、原子力

空母の横須賀母港を日本政府

が了承という観測記事が出さ

れたことは、まさに両者の密接な関連性を裏

付けています。）

その後、同年4月には、市民の会らが集め

た、 12号バース延長と原子力空母母港化を認

めない署名が、横須賀市長に提出され、 5月

に、原子力空母カールビンソンが、原子力空

母として六年ぶりの横須賀寄港をしました
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が、横須賀市は原子力艦船事故についての日 の意思表明をするかにかかっています。そこ

本国民の懸念を想起されたいとする申入れを で、市民の会ではこの4月より、新たな第二

しました。防衛施設庁は横須賀市に環境保全 次署名をスタートしました。第一次よりもよ

計画を提出し、市民の会らのその不十分性を り多くより広範な人達の署名を集め、何とし

指摘する声にもかかわらず、横須賀市は6月 てもこの危険な原子力空母の母港ストップ

13日に、工事着工を承認してしまいました。 を、横須賀市長、神奈川県知事、日本政府に

しかしその後のボーリング調査に なるしマ□□王 迫っていきたいと思います。

よって海底地形が複雑であるこ ー ロニ塁畠贔 4月26日には、これらの動きを

とが判明した結果の設計変更

によって、実際の工事着工

は、 11月4日までずれ込んだ

が、現在着々と工事は進め

られています。

そして今年の 3月31日、

ファーゴ米太平洋軍司令官

は、米議会下院軍事委員会

の公聴会で、 2008年退役予

定の通常型空母キティホー

受けて、今までこの問題につい

てコメントする立場にないと

言ってきた、沢田横須賀市長

が、とうとう自ら外務省を訪

れ、「キティホーク退役後も、

いかなる措置を講じてでも、

通常型空母を配備すべきで

ある。」との要請文を渡し初

めて原子力空母の配備をすべ

きではないとの意思表明をし

長
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子力空母のい

ともに、日本j

ました。

できるか

の運

配備するという意向と 意思表示をしていくことが、何としても必要

譲をしていくと表明し

の会』の会

竺F
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私たちは 【報告】

mmII|'z口:＇［ご躙
何をすればいいのか？

山中 悦子（キャッチピース・編集部）

---ダ迂や芦~.—←―_―- 9 --下•五とニ-.--ニー一～・、ュ5.; ==-・-＝ニベ•-. ゴ．＾ー＿，ぷーゴ？ミとぷなし—℃-<•ふ――`入→— , 

自衛隊以外の選択肢を去る5月16日、横浜市開港記念会館で「すべての基

地にNo!を ファイト神奈川」主催でイラク復興支援を考える集会が開かれ

だ。スピーカーはイラク情勢に詳しいジャーナリストの綿井健陽さん（アジア

プレス・インターナジョナル）とNGOの熊岡路矢さん（日本国際ポランティ

アセンダー代表）、そして神奈川の平和運動の立場から新倉裕史さん（非核市

民宣言運動ヨコスカ）の三人。コーディネーターは山中悦子（キャッチピース・

蝙集部）がつとめだ。約100名の参加者からは多くの質問が出されだが、特に

NGOの熊岡さんに対するものが目立ち、イラクの復興支援に自衛隊以外の選択

肢を模索する市民の真剣な姿が明かになった。それにしても、復興支援の前提

となる「停戦」はいつ実現するのか、イラク楕勢はますます混迷を深めるばか

L）である。

て Y }y一＿ー・＝て．；．とでこ・ミ、一．デ上一—- --＝ー・一ぶ 9.9ニギー一―ュ・ ・--7..:-―.、文て｀～ 9水虹ー

「大変なことになっています」
「大変なことになっています」一東京で 闘地域ではない」状況に変化が生じたこ

の集会との掛け持ちで一時間遅れで到着 とは誰の目にもあきらかであった。しか

した綿井さんは、着席と同時に開ロ一番 し、そういえばこの状況に関する報道は

こう切り出した。綿井さんは、サマーワ 極端に少なかった。メディアで大騒ぎを

の治安情勢のことを危惧すると同時に、 すれば、小さな出来事も大きな出来事と

サマーワに日本人ジャーナリストがいな なる。一方重要な大事件でも報道量が少

いことの重大さをこう表現したのだった。 なければ人々の注意を引くことはない。

前々日にサマーワではオランダ軍と民兵 戦時下に「メディア」が果す役割につい

との銃撃戦があった。 10日にはオランダ て、綿井さんの発言は最初から核心をつ

軍には死傷者が出ていたし、4月末には自 いたものとなっていた。

衛隊宿営地の近くに迫撃弾が撃ち込まれ 人質事件の影響もあり4月半ば、サマー

ていた。イラク特措法の前提である「戦 ワから報道関係者は全員自衛隊輸送機
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C130に乗ってイラクを離れた。 NHKは

ニュースのたびに記者がバクダッドの市

街地を背景にしてレポートをしているが、

綿井氏によれば彼らはホテルから出ない、

つまり現場取材をせずにレポートをして

いるのだという。現場取材はイラク人ス

タッフか通訳が行なっている ―<  

のだそうだ。報道されな

ければ何が起きても問

題にならない。だから

「大変なことになって

いる」と綿井さんは述

べた。しかし実は自衛隊

には報道されるようなこ

とは何も起きていない。自衛

隊員はことが起こり得る場所、つまり宿

営地の外には出ていないのだ。給水活動

も自衛隊員の仕事は宿営地内でタンク

ローリーが満水になるのを監督すること

だけだという。あとはイラク人が市民の

ところに運んでいる。自衛隊員にも、会

社の責任が問われる報道各社に所属する

ジャーナリストにも「被害者」が出ない

ことが最大の目的となっているのが「自

衛隊によるイラクヘの人道復興支援（自

衛隊のイラク駐留）」の真の姿なのであ

る。ということで自衛隊員の日々は黙々

と行なわれる宿営地の整備作業となって

いる。

自衛隊の復興支援に対するイラクの

人々の思いは千差万別であるという。日

本においても政府の意思表示と国民のそ

れは必ずしも同じではなく、世論調査の

結果も自分の思いとかけ離れて

いると感じることは多い。だ

からこそ多面的な取材によ

る報道が私たちの判断に

は必要なのである。残念な

がら今はイラクの実鮨を知

る機会が減少する一方であ

る。綿井さんたちフリーラン

スのジャーナリストの仕事の重要

性を参加者はあらためて認識した。

イラクの暑さに日焼けした綿井さんか

らは、イラクの人道復興支援が「自衛隊

でなければならない」と語られることは

最後までなかった。綿井さんは「イラク

内外で次の事件が起きる前に、今こそ自

衛隊派撤退の準備にはいるべき」と何度

も繰り返した。復興支援の本来の担い手

であるNGOや、ありのままの真実を報道

するジャーナリストの活動を阻害するの

が自衛隊に他ならないと指摘した。

「人道支援」とは

熊岡さんが代表をつとめる日本国際ボ NGOとなった。このJVCのイラク支援は

ランティアセンター (NC)は、 1980年 湾岸戦争時から始まっていた。ただメソ

ィンドシナ難民キャンプでの支援活動か ポタミア五千年の歴史を持つイラクは途

ら生まれたNGOである。難民支援から復 上国ではなかった。経済的には石油で豊

興・開発支援へと活動展開して、今では かであり、インテリ中間層が多い国だっ

日本政府のODA政策に対するアドボカ た。女子も35％が高等教育を受け、社会

シー（提言活動）においても日本有数の 進出はすすんでいて、アメリカがイラク
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攻撃の正当性を主張する際述べていたア

ルカイダと関わりが否定される状況に

あった。JVCはほどなくイラク支援を中

止してパレスチナ難民支援を始め

た。しかし2001年、 NCは国

連経済制裁下のイラクへ

の支援を再開し、今日に

至った。 4月、まさに人

質事件が起きる直前ま

でスタッフは情勢悪化

のイラクに留まって病

院などへの支援を続けて

いた。人質事件後、社会の

「自己責任論」なる声の高まり

はJVCにも及び、事務所にはNGOを批判

するファックス、メールが30通以上届い

たという。

熊岡さん自身この間何度もイラクヘ入

り、またイラクで活動する NGOの国際

ネットワークの一員として現地と関わっ

てきた。理路整然とNGOの成り立ちから

活動展開を説明し、その上でイラク問題

を語る言葉は重く、参加者の心に届いた。

人道支援のプロは自衛隊派遣を完全に否

定。自衛隊は軍隊であり人道支援に対す

る専門性に欠けること、自衛隊は国

益・日本の立場を反映するもの

であり、中立の立場で人々

を支援できないことを理由

にあげた。人道支援は簡

単なようで簡単ではない。

時間をかけて現地の人々

の信頼を得て実施するも

のである。それゆえもとも

と自衛隊がその任にあたるの

は無理があると強調した。

では、復興支援はすべてNGOに任せれ

ばいいのか、結局その問いに対する答を

みつけることは誰にとってもむずしいこ

とであった。ただ、参加者からの質問に

あった「NGO(JVC)はなぜイラクなの

か、他の国のことは放っておくのか。日

本にだってホームレスもいる。」に対する

熊岡さんの答は明快であった。気がつい
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た人がやれるだけのことをするのだと答

えた。 NGOは万能ではない。けれど現実

にはNGOだから出来ることがあるのだ。

新倉さんからは自衛官・家族アンケー

トの実施などを通して自衛官と意思疎通

をはかろうと努力する神奈川の活動紹介

があった。自衛官を含めた日本社会に

とって、自衛隊によるイラク復興支援が

どのような意味を持つのかを考え、自衛

隊以外の選択肢を個々にあらためて模索

すること、そして一日も早く自衛隊撤退

を実現させることを確認をして会を閉じ

た。

※5月28日イラクでフリーのジャーナリ

ストニ名が襲撃され死亡した。朝日新聞

には両名と面識があるという綿井さんの

コメントが掲載された。綿井さんは親に

《自分にその時がきたら「残念です」と言

うよう》に言ってあるという。

（やまなか えつこ）

イラク人の．イラク人による…●われ諏帽？
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Patrick CHAPPA TTE 

International Herald Tribune 5.25.2004 

泥沼化するイラク情勢、はたして六月の政権移譲はうまくいくのか？

疑問の声が高まる中で、アメリカは「イラク人の、イラク人による、イ

ラク人のための」政権樹立に今や必死（？）だ。が、「アメリカの愧儡」

を標的にするテロを覚悟で、敢えて「火中の栗」を拾うのはいったい誰

か。獄中のサダムがデモクラチックに変身し、アメリカの求人に応募し

て「民主的な独裁者」として復権するなんてこともあるかも…。
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From Daily Updating POLITICAL CARTOONS 

パレスチナ人の士地ガザを狙うシャロンに巨大

な鋏を渡すプッシューさあ、これで一気に

ばっさりと…。
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John DEERING 

DIMOCRATIC GA左 TIE/Arkansas, US 
沼—~·9年…←ー一→ヽ心ヽr--

「愧儡向けジュネーブ協定」を真剣に読む

プッシュー「ふむ、ふむ」

編環室力‘ら

●皆さんにあやまります。長い間、

間違えたままでした。それも、あ

る方からご指摘をいただき、わか

りました。間違えていたのは、こ

のあとがきのページに記載した郵

便振替番号です。

●正しくは「00160-7-136148」。つ

まり「7」が抜けていました。あ

る時期からは郵便の封筒の記載も

間違えておりました。これによっ

てご迷惑をおかけしたことが多々

あるのではと思います。この紙面

を借り、お詫びいたします。

●新編集の第2号はいかがでしょ

うか。実は、編集は（み）ですが、

実際の作業やデザインは助っ人の

（う）がやっていーし（み）

ーい、―, 94  ＿認
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